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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高い空間分解能のイメージングおよび高い時間
分解能の検出をもたらす、ホット・エレクトロン光放出
の時間分解測定によるＩＣデバイス・デバッグ用の商業
的に実現可能な一体型システムを提供する。
【解決手段】照明源１３０、集光光学部材１２０、結像
光学系１４５、及びフォトン・センサ１５０を含む。ナ
ビゲーション・モードでは、光源を作動させ、結像光学
系を用いてチップ上のターゲット領域を確認するととも
に集光光学部材を適切に位置付ける。いったん集光光学
部材が適切に位置付けられたら、光源の動作を停止し、
チップから放出されるフォトンをフォトン・センサを用
いて検出する。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　論理ベクトルで刺激される集積回路チップをテストするための一体型システムであって
、
　その上にチップを配置するためのテスト・ベンチと、
　前記チップへ論理ベクトルを加えるためのアダプタと、
　固体液浸レンズを備えた集光光学部材と、
　ナビゲーション・モードにおいて前記集光光学部材を通して前記チップを照明するため
の主照明源と、
　前記チップから反射されて前記固体液浸レンズによって集光された光を用いて前記チッ
プをイメージングするためのイメージャと、
　チップから放出されたフォトンを検出して対応する電気信号を生成するように検出モー
ドにおいて動作可能なフォトン・センサと、
　前記電気信号を受け取って前記フォトンのタイミング情報を生成するシステム・コント
ローラと、を備え、
　前記光源は、前記検出モードの間、前記チップの照明を停止するインテグレーテッド・
システム。
【請求項２】
　前記テスト・ベンチに下側から接続され且つ前記集光光学部材が取り付けられた可動ス
テージをさらに備える請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記チップの温度制御を可能にする冷却メカニズムをさらに備える請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　照明システムからの光を前記チップ上へまたはチップから放出されたフォトンを前記フ
ォトン・センサ上へ選択的に送るように動作可能な光学素子をさらに備える請求項１に記
載のシステム。
【請求項５】
前記イメージャがビジコン・カメラを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
前記光学素子が切り替え可能なミラーを含む請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記フォトン・センサが、アバランシェ・フォトダイオードを含む請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項８】
　前記集光光学部材の像面内に位置する機械化されたアパーチャをさらに備える請求項１
に記載のシステム。
【請求項９】
　前記集光光学部材を通して前記チップを照明するための副照明源をさらに備える請求項
１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記集光光学部材と、前記フォトン・センサおよび副照明源の少なくとも一方との間の
光路をもたらす光ファイバをさらに備える請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記冷却メカニズムがマイクロ・スプレイ冷却システムを含む請求項３に記載のシステ
ム。
【請求項１２】
　前記コントローラが、前記フォトン・センサをゲート制御するためのゲート・タイマを
さらに備える請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
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前記集光光学部材のフォーカシングをもたらすための前記集光光学部材を支持するＺアク
チュエータをさらに備える請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
前記Ｚアクチュエータを制御するオートフォーカスをさらに備える請求項１３に記載のシ
ステム。
【請求項１５】
前記フォトン検出器によって検出されるフォトンの周期的なカウントに基づいて、前記オ
ートフォーカスがフォーカス条件を決定する請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　集積回路チップをテストするための一体型システムであって、
　前記チップは、前記チップに刺激信号を送って前記チップの動作条件をシミュレートす
るための自動テスト機器（ＡＴＥ）に結合され、
　前記ＡＴＥから同期信号を受け取るコントローラと、
　前記チップの選択されたデバイスを選択的にイメージングするための光学イメージング
・システムと、
　前記チップからの光放出を集光して、前記光放出を示す時間分解信号を生成するための
集光システムと、
　前記光学イメージング・システムと前記集光システムとを、前記選択されたデバイスに
対して配向するためのナビゲーション・システムと、
　前記コントローラによって指定された温度まで前記チップを冷却するための冷却システ
ムと、を備えるシステム。
【請求項１７】
　前記光学イメージング・システムが、前記光学イメージング・システムによって規定さ
れる視野内から対象領域を選択するように動作可能な機械式アパーチャを備える請求項１
６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記冷却システムがマイクロ・スプレイ冷却システムを備える請求項１７に記載のシス
テム。
【請求項１９】
　前記集光システムが液浸レンズを備える請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記液浸レンズが両凸の液浸レンズである請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記チップからの光放出を集光するための前記集光システムがさらに、前記光放出の周
期的な集光に基づいてフォーカシング信号を与える請求項１６に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記集光システムが両凸の液浸レンズを備える請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記冷却システムがマイクロ・スプレイ冷却システムを備える請求項２２に記載のシス
テム。
【請求項２４】
　前記光学イメージング・システムが、前記チップ上の選択されたデバイスを照明するた
めの光ファイバ・ケーブルに結合された照明源を備える請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記照明源が、赤外スペクトルの光を与える請求項２４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気的に活性な半導体集積回路のトランジスタの切り替え事象の切り替え事
象（論理遷移）に直接関係する回路タイミング情報を、その場でトランジスタ・レベルで
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測定するためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術において、半導体デバイスにおける種々のメカニズムが発光の原因となり得る
ことが知られている。半導体デバイスを検査するために、このような発光の検出が用いら
れている。たとえば絶縁体中のアバランシェ降伏によって発光が生じ、このような発光を
検出することによって、デバイス中の故障箇所を示すことができる。同様の検出を、デバ
イスにおける帯電の特定に用いることができる。電気的に刺激された（活性な）トランジ
スタの場合、デバイス中に電流が流れると、加速されたキャリア（電子および正孔）、別
名ホット・キャリアによって発光が生じる。流れる電流が予想レベルを超えるデバイス上
の場所を検出するために、種々のエミッション顕微鏡が用いられており、半導体デバイス
中の故障箇所を見つけることが可能であった。これらのホット・キャリアのエミッション
顕微鏡のうちのいくつかは、従来技術で開示されている。このようなエミッション顕微鏡
の例は、たとえば特許文献１、特許文献２、および特許文献３に記載されている。
【０００３】
　トランジスタ（すなわち相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ））デバイスの場合、電流
「パルス」は、デバイスの状態（論理）変化の原因となる電圧遷移と（時間および特性に
おいて）直接一致する。本発明にとって特に関心があるのは、電気的に活性な半導体トラ
ンジスタ・デバイスからのホット・エレクトロン発光を時間的に分解して、電流に対する
デバイスの挙動および応答と、電流パルスの時間的な相互関係とを研究することである。
これらの時間的な特性は、遷移（パルス）自体の検出とともに、集積回路（ＩＣ）デバイ
スの設計およびデバッグにおいて、決定的に重要である。主題に関するこれまでの研究お
よび関連する研究は、非特許文献１～５によって刊行され発表されている。
【０００４】
　特にクフラーナらによって、フォトルミネセンス・ホット・キャリア発光は、時間およ
び特性において、電流パルスとしたがってトランジスタの電圧切り替えと一致することが
明らかにされており、したがってこの現象を、故障解析（デバイスにその設計以上の電流
が流れ得る「ホット・スポット」の位置決定）だけでなく、回路タイミング情報（切り替
え）を得るためにも利用できることが、したがってＩＣデバッグおよび回路設計のために
利用できることが教示されている。特許文献４も参照されたい。この文献では、このよう
な検査に対するシステムが開示されている。
【０００５】
　前述した研究から理解できるように、半導体デバイスにおける光放出は非常に弱い。そ
のため種々の光学および検出方式が、より効率的に放出光を集光してノイズを減らすため
に、すなわち集光忠実度、帯域幅、ならびに集光および検出システムの速度を高めるため
に、提案されている。たとえば、市販の低ノイズ・マイクロチャネル光電子増倍管（ＭＣ
Ｐ）を用いて、集光光を何桁も増幅することが行なわれている。また高速の光電気回路（
すなわち時間電圧変換器（ＴＡＣ））と結合されたアバランシェ・フォトダイオード（Ａ
ＰＤ）を用いて、弱発光現象の高時間分解能を得ることも行われている。
【０００６】
　微細なサンプルからの光のフォーカシング／イメージングおよび集光を光学システム全
体で増加させるために、集光光学部材の観点から、個々の応用例において種々の試みがな
されている。特に顕微鏡対物レンズの開口数（ＮＡ＝ｎ＊ｓｉｎθ；ｎは媒体の屈折率、
θはフォーカシング・ビームの円錐角の半分）を増加させることである。開口数（ＮＡ）
の増加を実現することは、円錐角を増加させることによってだけではなく、屈折率ｎを増
加させてサンプルのそれと整合させ、空気（ｎ＝１）およびサンプル界面での屈折率不整
合を回避することによっても可能であることが、長い間知られている。「ｎ」を増加させ
るための歴史上の１つの方法は、適切に収差補正された対物レンズとサンプルとの間のエ
ア・ギャップに、物体の屈折率と整合する屈折率整合オイルを充填することである。屈折
率整合を実現するために利用できる適切な整合流体がない場合には、物体と対物レンズと
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の間に配置された固体液浸レンズ（サンプルの材料と整合する）を使用するなどの他の方
法を用いることができる。当然のことながら、両方の技術を用いても良く、すなわち液浸
レンズおよび屈折率整合流体を用いても良い。前述した技術を用いることは、たとえば特
許文献５、特許文献６、および特許文献７に開示されている。液浸レンズについてのより
最近の説明は、特許文献８、特許文献９、特許文献１０、特許文献１１、および非特許文
献６で見つけることができる。固体液浸レンズの場合、従来技術のレンズは、平凸レンズ
（すなわち半球）である。言い換えれば、底面、すなわち物体に面する表面が平坦である
一方で、上面、すなわち対物レンズに面する表面は凸である。
【０００７】
　本発明にとって特に関心のある半導体デバイスは、フリップ・チップ形式でパッケージ
された半導体デバイスである。フリップ・チップ・パッケージされたデバイスでは、ＩＣ
デバイスとパッケージ・キャリアとの間が直接張り付けられていることで、ＩＣ「チップ
」のキャリアにワイヤ・ボンディングを用いることが軽減されている。加えて、トランジ
スタは、基板を通して容易にアクセスできるため、金属相互接続の多層膜によって「マス
ク」されることはない。フリップ・チップ・パッケージ・デバイスの構築、実装、および
構造は良く知られているため、ここでは詳細には説明しない。フリップ・チップに関する
情報は、たとえば、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｌｉｐｏｈｉｐ．ｃｏｍ、およびｈｔｔｐ
：／／ｗｏｒｌｄ．ｓｔｄ．ｃｏｍ／～ｈｙｃｏｍｐ／ｆｌｉｐｐａｇｅ．ｈｔｍｌ．で
見つけることができる。
【０００８】
　特に関心があるのは、このようなデバイスの検査を背面から、すなわち基板側から行な
うための当該技術分野における最近の試みである。基板側では、ＩＣトランジスタの活性
層に容易にアクセスできる。フリップ・チップ・パッケージ・デバイスを、従来の動的な
（タイミング）診断方法、たとえば電子ビーム（電圧コントラスト）プロービング、を用
いてプローブ検査する際の問題の１つは、タイミング情報および故障分離が重要となる重
要ノードが、アクセスが容易でなく、多重レベルの金属相互接続によってマスクされるこ
とである。そのため金属線を電子ビーム・プローバに露出させるために、収束イオン・ビ
ーム（ＦＩＢ）を用いて基板に「孔を開けて」重要ノードの冶金を露出させるか、または
テストおよびプローブ構造のための開口部を予め設計する必要がある。前者は、時間のか
かる破壊的な方法である。後者では、高価な「土地」が無駄になるだけでなく、多くの場
合、回路設計者が関心を抱く特性は示されない。こうしたことから、光学技術を用いて、
デバイスを基板（背面）を通してプローブ検査することが行なわれている。どんなＩＣで
も、フリップ／直接張り付け用に再パッケージできることに注意されたい。またタイミン
グ測定およびデバッグを何度も行なう必要がある最先端のサブ０．１８ミクロンおよび（
それ未満の）デバイスは、フリップ・チップ・パッケージ形式であり、そのため背面での
光学プロービングおよび検出を行なっている。読者は、非特許文献７に刊行された非特許
文献８～１０を参照されたい。
【０００９】
　他の興味ある論文は、非特許文献１１である。フリップ・チップを背面からシリコン基
板を通してイメージングするためのシステムが、特許文献１０、特許文献１２、および特
許文献４に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第４，６８０，６３５号明細書
【特許文献２】米国特許第４，８１１，０９０号明細書
【特許文献３】米国特許第５，４７５，３１６号明細書
【特許文献４】米国特許第５，９４０，５４５号明細書（カシュ（Ｋａｓｈ）ら）
【特許文献５】米国特許第３，５２４，６９４号明細書
【特許文献６】米国特許第３，７１１，１８６号明細書
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【特許文献７】米国特許第３，９１２，３７８号明細書
【特許文献８】米国特許第４，６３４，２３４号明細書
【特許文献９】米国特許第５，００４，３０７号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，２０８，６４８号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，２８２，０８８号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，２２０，４０３号明細書
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】「ＩＩ－ＶＩ族半導体のピコセカンド時間分解フォトルミネセンス測定
用の全固体型顕微鏡ベース・システム（Ａｌｌ－Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ Ｍｉｃｒｏｓ
ｃｏｐｅ－Ｂａｓｅｄ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｐｉｃｏｓｅｃｏｎｄ Ｔｉｍｅ－Ｒｅｓｏ
ｌｖｅｄ Ｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ ｏｎＩＩ－
ＶＩ ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ）」、Ｇ．Ｓ．ビューラ（Ｇ．Ｓ．Ｂｕｌｌｅｒ）
ら、レビュー・オブ・サイエンティフィック・インスツルメンツ（Ｒｅｖｉｅｗ ｏｆ Ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）ｐ．２９９４、６３、（５）、（１９９
２年）
【非特許文献２】「ゲルマニウム・シングル・フォトン・アバランシェ・フォトダイオー
ドを用いた１．３－ｍ波長におけるＩｎＧａＡｓ／ＩｎＰ多重量子井戸構造での時間分解
フォトルミネセンス測定（Ｔｉｍｅ－Ｒｅｓｏｌｖｅｄ Ｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
ｎｃｅ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ ｉｎ ＩｎＧａＡｓ／ＩｎＰ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｑｕ
ａｎｔｕｍ－Ｗｅｌｌ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ ａｔ １．３－ｍ Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓ
 ｂｙ Ｕｓｅ ｏｆ Ｇｅｒｍａｎｉｕｍ Ｓｉｎｇｌｅ－Ｐｈｏｔｏｎ Ａｖａｌａｎｃｈ
ｅ Ｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅｓ）」、Ｇ．Ｓ．ビューラ（Ｇ．Ｓ．Ｂｕｌｌｅｒ）ら、アプ
ライド・オプティクス（Ａｐｐｌｉｅｄ Ｏｐｔｉｃｓ）、第３５巻、第６号、（１９９
６年）
【非特許文献３】「ゲート制御されたエミッション顕微鏡による製品ホット・エレクトロ
ン問題の解析（Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｈｏｔ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｐｒ
ｏｂｌｅｍｓ ｂｙ Ｇａｔｅｄ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）」、クフラー
ナ（Ｋｈｕｒａｎａ）ら、ＩＥＥＥ／ＩＲＰＳ（１９８６年）
【非特許文献４】「超高速マイクロチャネル・プレート光電子増倍管（Ｕｌｔｒａｆａｓ
ｔ Ｍｃｒｏｃｈａｎｎｅｌ Ｐｌａｔｅ Ｐｈｏｔｏｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ）」、Ｈ．ク
メ（Ｈ．Ｋｕｍｅ）ら、アプライド・オプティクス、第２７巻、第６号、１５（１９８８
年）
【非特許文献５】「抵抗性アノード光電子増倍管を用いた１００－ｐｓ分解能の２次元時
間分解イメージング（Ｔｗｏ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ Ｔｉｍｅ－Ｒｅｓｏｌｖｅｄ Ｉ
ｍａｇｉｎｇ ｗｉｔｈ １００－ｐｓ Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｕｓｉｎｇ ａ Ｒｅｓｉｓ
ｔｉｖｅ Ａｎｏｄｅ Ｐｈｏｔｏｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ Ｔｕｂｅ）」、Ｓ．キャルボネ
アウ（Ｓ．Ｃｈａｒｂｏｎｅａｕ）ら、レビュー・オブ・サイエンティフィック・インス
ツルメンツ、６３、（１１），（１９９２年）
【非特許文献６】「固体液浸顕微鏡（Ｓｏｌｉｄ Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ Ｍｉｃｒｏｓｃｏ
ｐｙ）」、Ｓ．Ｍ．マンスフィールド（Ｓ．Ｍ．Ｍａｎｓｆｉｅｌｄ）、Ｇ．Ｌ．リポー
ト（Ｇ．Ｌ．Ｒｅｐｏｒｔ）、第４９４９号、スタンフォード大学（１９９２年）
【非特許文献７】１９９８年国際テスト会議のプロシーディング（Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ
ｓ ｏｆ １９９８ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｓｔ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ）（Ｉ
ＴＣ’９８）（１２月１８～２２日、ワシントンＤＣ、ＩＥＥＥカタログ番号ＲＳ００１
９１）
【非特許文献８】「フリップ・チップ・パッケージ・マイクロプロセッサ用の新しい光学
プロービング技術（Ｎｏｖｅｌ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｐｒｏｂｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ｆ
ｏｒ Ｆｌｉｐ Ｃｈｉｐ Ｐａｃｋａｇｅｄ Ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）」、マリ
オ・パニッシア（Ｍａｒｉｏ Ｐａｎｉｃｃｉａ）、トラビス・アイルス（Ｔｒａｖｉｓ 
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Ｅｉｌｅｓ）、Ｖ．Ｒ．Ｍ．ラオ（Ｖ．Ｒ．Ｍ．Ｒａｏ）、およびワイ・ムン．ウィ（Ｗ
ａｉ Ｍｕｎ Ｙｅｅ）
【非特許文献９】「時間依存性光放出によるタイミング関連欠陥の診断およびキャラクタ
リゼーション（Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｔ
ｉｍｉｎｇ－Ｒｅｌａｔｅｄ Ｄｅｆｅｃｔｓ ｂｙ Ｔｉｍｅ－Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｌｉ
ｇｈｔ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ）」、デイブ・バレット（Ｄａｖｅ Ｖａｌｌｅｔｔ）、リーン
ダート・フイスマン（Ｌｅｅｎｄｅｒｔ Ｈｕｉｓｍａｎ）、およびフィル・ナイ（Ｐｈ
ｉｌ Ｎｉｇｈ）
【非特許文献１０】「コンタクトレス・ギガヘルツ・テスティング（Ｃｏｎｔａｃｔｌｅ
ｓｓ Ｇｉｇａｈｅｒｔｚ Ｔｅｓｔｉｎｇ）」、Ｗ．マーチン（Ｗ．Ｍｅｒｔｉｎ）、Ａ
．レイク（Ａ．Ｌｅｙｋ）、Ｕ．ベーンケ（Ｕ．Ｂｅｈｎｋｅ）、およびＶ．ウィットポ
ール（Ｖ．Ｗｉｔｔｐａｈｌ）
【非特許文献１１】「フリップ・チップ搭載シリコン集積回路における内部電気信号のピ
コセカンド非侵入性光学的検出（Ａｎｏｔｈｅｒ ａｒｔｉｃｌｅ ｏｆ ｉｎｔｅｒｅｓ
ｔ ｉｓ Ｐｉｃｏｓｅｃｏｎｄ Ｎｏｎｉｎｖａｓｉｖｅ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｄｅｔｅｃｔ
ｉｏｎ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ Ｓｉｇｎａｌｓ ｉｎ Ｆｌｉｐ－
Ｃｈｉｐ－ Ｍｏｕｎｔｅｄ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）
」、Ｈ．Ｋ．ハインリッヒ（Ｈ．ＫＨｅｉｎｒｉｃｈ）、ＩＢＭジャーナル・オブ・リサ
ーチ・アンド・ディベロップメント（ＩＢＭ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ． Ｒｅｓｅａｒｃｈ 
ａｎｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）第３４巻、第２／３号、１９９０年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしこの分野における研究量にも拘わらず、ホット・エレクトロン発光の時間分解測
定によるデバイス・デバッグ用システムとして、商業的に実現可能なものは依然として存
在しない。産業界が直面する多くの問題点には以下のものがある。
【００１３】
・検出信号の忠実度（すなわち帯域幅および分解能）が損なわれない高速かつ信頼性の高
い捕捉スピード。
【００１４】
・低（またはゼロ）容量デバイス（すなわち通常のシリコン基板の代わりにシリコン・オ
ン・インシュレータ（ＳＯＩ）を用いるもの）について測定できること。
【００１５】
・サブ０．２ミクロン・デバイスにおける対象ノードの位置決定を可能とする高い空間分
解能のイメージングおよびナビゲーション。
【００１６】
　テスト中（電気的に刺激されている）のデバイス、およびデバイスにアクセスできるよ
うにヒート・シンクなしで動作中のデバイスの冷却および電力負荷管理。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者らは、高い空間分解能のイメージングおよび高い時間分解能の検出をもたらす
、ホット・エレクトロン光放出の時間分解測定によるＩＣデバイス・デバッグ用の商業的
に実現可能な一体型システムを提供する。また本システムでは、テスト用デバイス（ＤＵ
Ｔ）の冷却および温度制御が可能である。さらに本システムでは、ＩＣコンピュータ支援
設計（ＣＡＤ）レイアウトを用いたナビゲーションおよびイメージング（結像）が可能で
ある。本発明のシステムは、動作電流が内部を流れる機能的な半導体集積回路のテストお
よびデバッグに対して、特に有用である。
【００１８】
　本発明の一態様においては、集積回路チップ・テスト用の一体型システムが提供される
。テスト用チップは、自動テスト機器（ＡＴＥ）に結合される。自動テスト機器は、デバ
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イスに電力を供給し、プログラムされた論理ベクトルおよび信号を用いてそれを刺激して
、チップの動作（機能的およびテスト）条件をシミュレートする。本発明のシステムは、
ＡＴＥから同期信号を受け取るコントローラと、チップの選択されたデバイスを選択的に
イメージングするための光学イメージング・システムと、チップからの光放出を集光して
、光放出を示す時間分解信号を生成するための集光システムと、選択されたデバイスに対
して光学イメージング・システムおよび集光システムを配向するための光学機械式ナビゲ
ーション・システムと、コントローラによって指定された温度までチップを冷却するため
の熱管理システムと、を備える。
【００１９】
　本発明の他の態様においては、本発明のシステムはＸ－Ｙ－Ｚステージを備える。Ｘ－
Ｙ－Ｚステージを用いて、テスト用デバイス上の対象とする場所まで光学部材を移動させ
、対象とするデバイスをフォーカスおよびイメージングする。ナビゲーションは、ＩＣの
ＣＡＤレイアウトに関連して行なわれる。機械化されたシャッタを用いて、光学部材の視
野内でイメージング領域を可変に規定する。ナビゲーションおよびターゲット捕捉の間、
デバイスを照明して、イメージ増強管を用いてイメージングする。こうすることで、高い
分解能が得られる。テストすべきデバイスが捕捉されたら、すなわちイメージング領域内
に配置されたら、照明源をターン・オフし、デバイスをテスト信号によって刺激する。刺
激している間、ホット・エレクトロン光放出が、光学部材によって集光され、光ファイバ
上にイメージングされる。
【００２０】
　時間分解能をもたらすために、発光検出をテスト信号、すなわち自動テスト機器（ＡＴ
Ｅ）と同期させる。光ファイバによって集光した光を、アバランシェ・フォトダイオード
（ＡＰＤ）によって検出する。アバランシェ・フォトダイオード（ＡＰＤ）は、アバラン
シェ・クエンチング（Avalanche Quenching）回路、時間電圧変換器（ＴＡＣ）、および
マルチチャネル・アナライザに結合される。任意に、ＡＴＥからの同期信号に従って光放
出が予想される直前にのみ検出条件が生じるように、ＡＰＤをゲート制御する。こうする
ことで、ノイズが低減されて、ＡＰＤの寿命が延びる。
【００２１】
　本発明のシステムの有利な特徴の１つは、ＤＵＴのアクティブ温度制御である。ＩＣを
デバッグする際、関心点の１つは、種々の動作温度における種々のデバイスの挙動である
。このような研究によって、動作温度の変化が原因で生じる性能および信頼性の問題点を
示すことができ、また温度依存性の高い重要なデバイス接合の動作条件をデバイス設計者
にもたらすことができる。本発明のシステムによって、制御された種々の温度でＤＵＴの
テストを行なうことができる。温度制御が、チャンバの内部およびＤＵＴに対して別個に
実現され、また光学イメージング／検出システムと一体化されている。一実施形態によれ
ば、冷却流体が内部を循環する冷却ブロックを用いて、ＤＵＴの冷却が行なわれる。他の
実施形態によれば、液体マイクロ・スプレイ冷却技術を用いて、ＤＵＴが冷却される。
【００２２】
　本発明の特定の特徴によれば、液浸レンズを用いて、光集光効率およびイメージング分
解能を増加させる。本発明の一実施形態においては、屈折率整合液浸レンズは、両凸であ
るとともに、ＤＵＴとの直接的な（エア・ギャップのない）接触を保証するために、発光
検出の間ＤＵＴ上に押し付けられる。
【００２３】
　システムの安定性を高めるために、オートフォーカスを設けても良い。一実施形態によ
れば、オートフォーカスは受動的なシステムであり、すなわち照明源をまったく含んでい
ないが、むしろフィードバック・ループを用いて光放出光の集光レートを最適化している
。本発明を、図面に例示される特定の実施形態を参照して説明する。しかし図面に示す種
々の実施形態は典型にすぎず、添付の特許請求の範囲に規定される本発明を限定し得るも
のではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
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【００２４】
【図１Ａ】本発明の一実施形態によるテストおよびデバッグ・システムの主なコンポーネ
ントを示す概略図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態によるテストおよびデバッグ・システムの主なコンポーネ
ントを示す概略図である。
【図１Ｃ】本発明のテストおよびデバッグ・システムの他の実施形態の主なコンポーネン
トを示す概略図である。
【図２Ａ】冷却板の一実施形態を示す平面図である。
【図２Ｂ】図２Ａの線Ａ－Ａに沿っての断面図である。
【図３】本発明の液浸レンズの一実施形態を示す図である。
【図４】イメージング用にレーザ走査顕微鏡を用いる本発明のシステムの他の実施形態を
示す図。
【図５】液浸レンズを適切なターゲット位置に配置するための「ピック・アンド・プレー
ス」システムの一実施形態を例示する図である。
【図６】本発明の実施形態の種々のセットアップを例示する図である。
【図７】本発明の実施形態の種々のセットアップを例示する図である。
【図８】本発明の実施形態の種々のセットアップを例示する図である。
【図９】本発明の顕微鏡対物レンズ／ＤＵＴクラッシュ保護システムを示す図である。
【図１０】本発明のマイクロ・スプレイ冷却の一実施形態を示す図である。
【図１１】本発明の別の実施形態を示す図である。
【図１２】位置合わせされたデュアル・レンズを有する本発明のマイクロ・スプレイ冷却
の一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明によって、マイクロチップの立ち上がり時間、タイミング、論理故障の位置決定
、および他のテスト、特に背面から基板を通してのテスト（たとえばフリップ・チップ・
パッケージ・デバイス）に、特に適したテスト・システムが提供される。したがって説明
は、フリップ・チップを用いた例で続ける。しかし本発明はフリップ・チップのテストに
限定されないことを理解されたい。たとえば、トップ・サイド・パッケージ・デバイスを
用いてそれらをチップ・スケール・パッケージ（ＣＳＰ）内でフリップすること、または
放出光がトップ・サイドを確実に通過するように適切な開口部をデザインすることができ
る。必要なのは、チップ内の対象デバイスからの放出光を回収できることである。
【００２６】
　図１Ａおよび１Ｂは、本発明の典型的な実施形態によるテストおよびデバッグ・システ
ムの主なコンポーネントを示す概略図である。本システムは、市販の自動テスト機器１０
５（ＡＴＥ））とともに動作する。ＡＴＥは一般に、事前にプログラムされたコンピュー
タ１８１などのコントローラと、テスト・ヘッド１２４とを備える。テスト・ヘッド１２
４は、コントローラ１８１から発生した信号をＤＵＴ１１０（図１Ｂ）に、当該技術分野
において良く知られた方法で送出するのに用いるアダプタ１２５を備える。具体的には、
ＡＴＥを用いて、ＤＵＴを刺激する信号を生成して、チップのチェックおよび／またはデ
バッグ用にチップ設計者がデザインしたように、種々のタスクを実行させる。コントロー
ラ１８１から発生した種々の信号がＤＵＴへ、アダプタ１２５を介して送出される。アダ
プタ１２５には、スペース・トランスフォーマ、ＤＵＴ負荷ボード、およびＤＵＴソケッ
トが、当該技術分野において良く知られた方法で含まれていても良い。
【００２７】
　図１Ａおよび１Ｂに示した実施形態では、ＡＴＥテスト・ヘッドが、振動絶縁されたテ
スト・ベンチ１１５の上部に配置される一方で、光学部材全体と、イメージングおよびセ
ンシング・システムと、Ｘ－Ｙ－Ｚステージ１７５とを収納するチャンバ１００が、下方
に配置されている。こうすることで、すばらしい利点が得られる。と言うのは、本システ
ムをどのタイプおよびサイズのＡＴＥとも使用することが、チャンバ１００内のどの要素
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とも干渉することなく、またどの要素にも修正を加えることなく可能になるからである。
正確に言えばＡＴＥを用いて、ＤＵＴを上方から配置する。その結果、開口部１８５を通
してＤＵＴが光学部材１２０から見えるようになる。ステージ１７５によって、集光光学
部材を開口部１８５内の任意の場所に配置することができる。この例ではＸ－Ｙ－Ｚステ
ージを用いているが、他のステージを用いて光学部材を開口部１８５内の指示された場所
に配置できることが明らかである。
【００２８】
　図１Ａおよび１Ｂのシステムの種々の要素を、それらの動作モードに言及して説明する
。一般に、本システムは２つのモードで動作する。ナビゲーション・モードと検出モード
である。本説明において「ナビゲーション・モード」に言及する場合には、ナビゲーショ
ン、ターゲット捕捉、およびイメージングを含むものと理解されなければならない。した
がって本明細書では、これらの用語を区別しないで用いることができる。ナビゲーション
・モードでは、照明源１３０を用いてＤＵＴを照明する。照明源１３０からは赤外（ＩＲ
）領域の光が、たとえばＩＲレーザ、またはフォトダイオード、またはタングステン・ハ
ロゲン・ランプを用いて放出される。光は、顕微鏡対物レンズを通ってＤＵＴ上にフォー
カスされた後、そこから反射されてビームスプリッタ１６０を通る。イメージャ１４５は
、赤外領域でイメージング可能な任意の２次元検出器とすることができ、たとえば増強管
ビジコンまたはＩｎＧａＡｓアレイなどである。ＩＲビジコンは、たとえばハママツ（Ｈ
ａｍａｍａｔｓｕ）（ｈｔｔｐ：／／ｕｓａ．ｈａｍａｍａｔｓｕ．ｃｏｍ）から市販さ
れている。この例では、対象とするデバイスはシリコン上に作製されている。良く知られ
ているように、ＩＲよりも短い波長はシリコンに吸収される。したがってこの例では、照
明およびイメージングはＩＲにおいて行なわれる。当然のことながら、対象とするデバイ
スがＳＯＩまたはＧａＡｓなどの異なる基板上に製造されている場合には、異なる波長の
照明およびイメージングを用いても良い。
【００２９】
　ビーム・スプリッタ・ミラー１６５を用いて、集光光の一部をフォーカシング・システ
ム１４０に偏向させる。任意に、全体のイメージング・システムをＺアクチュエータ１９
０に接続して、オートフォーカシングするようにしても良い。しかしオートフォーカシン
グ用の典型的なシステムを、以下に、より十分に説明する。
【００３０】
　切り替え可能なミラー１３５は、ナビゲーション・モードと検出モードとの間で光路を
選択的に変えられなければならない。こうするために、ミラー１３５を機械的に移動また
は回転させても良い。またはミラー１３５を、選択したモードに従って反射率を変えられ
る能動的な要素で作製することによって、たとえば一方のモードでは完全に反射性である
が他方のモードでは完全に透過性となるようにしても良い。回転的に実装する場合には、
基板を、その半分が透過性で他の半分が反射性となるように作製しても良い。このような
基板に、回転メカニズムを設けることで、光路内に必要に応じて反射性または透過性部分
を挿入することができる。
【００３１】
　加えて、機械化されたアパーチャ１７０が、集光光学部材１２０の像面に、視野レンズ
１９５とともに設けられている。特に本実施形態においては、集光光学部材１２０の入射
瞳が、視野レンズ１９５によって、イメージャ１４５内の検出器のフォーカシング要素の
入射平面上にイメージングされる。ある実装（ここでは示さず）においては、集光光学部
材の入射瞳が、フォーカシング要素によって、集光されたフォトンをイメージャ１４５内
の検出器内に結合するファイバ上にイメージングされる。本発明の一つの特徴は、照明経
路が、機械化されたアパーチャ１７０（集光光学部材の像面に位置する）を通って形成さ
れるために、その開口部によって、テスト用サンプルまたはデバイス上の視野が規定され
ることである。またアパーチャによって、イメージャ１４５上にイメージングされるサン
プル部分も規定される。すなわち、行なうべき特定のテストに応じて、ＤＵＴの任意の特
定部分を発光用に選択することができる。たとえばケイデンス（Ｃａｄｅｎｃｅ）などの
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ＣＡＤソフトウェアに記憶されたチップ・デザインおよびレイアウトに関する情報を用い
ることで、およびナイツ・テクノロジ（Ｋｎｉｇｈｔｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）（ｗｗ
ｗ．ｅｌｅｃｔｒｏｇｌａｓｓ．ｃｏｍ）から販売されるメルリンズ・フレームワーク（
Ｍｅｒｌｉｎ’ｓ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）などのナビゲーション・ソフトウェアを用いる
ことで、特定のデバイスを発光テスト用に選択するとともに、他のデバイスのイメージン
グおよび放出光を集光光学部材の視野内で阻止しても良い。ユーザがデバイスまたは場所
を選択すると、システムはステージ１７５を作動させて、選択したデバイスまたは場所の
中心に集光光学部材がくるようにする。あるいは、対象領域が集光光学部材の視野内にあ
る間、対象領域をアパーチャを用いて分離して、イメージングおよび検出を「選択的に」
始めることができる。そしてアパーチャ１７０を調整して、必要に応じて、所望する特定
のテスト用に視野を増加または減少させることができる。
【００３２】
　適切な視野が設定されて像が得られたら、ミラー１３５を回転させて、ＩＲ敏感検出器
１５０に向かう光路を設ける（開口する）。さらに光源１３０は、テスト中に遮断または
閉鎖される。当然のことながら、チャンバ１００によって、どんな外部光も、チャンバ内
に収容された光学部材、イメージャ、およびセンサのどれにも到達しないことを理解され
たい。
【００３３】
　後述するように、ファイバを用いて光を検出器内に結合する他の実施形態においては、
「プローブ領域」は、それが検出器から視野レンズおよび集光光学部材によってＤＵＴ上
にイメージングされるときに、ファイバ・コアの領域によって設定される。この「プロー
ブ領域」の直径は、ファイバのサイズによって規定され、倍率は、光学縦列、集光光学部
材、視野レンズ、およびファイバにおける合焦光学部材の焦点距離と間隔とによって規定
される。この構成では、ファイバをＸ－Ｙアクチュエータによって、集光光学部材によっ
て規定される視野上で移動させることができる。このさらなる特徴によって、ユーザはプ
ローブ領域を、機械化されたアパーチャによって規定される事前選択された領域内で、移
動させることができる。
【００３４】
　テスト中のフォトン検出は、検出器１５０によって行なう。検出器１５０は、たとえば
赤外センサであり、例としては、光電子増倍管（ＰＭＴ）、マルチチャンネル・プレート
（ＭＣＰ）に結合された光電陰極、アバランシェ・フォトダイオード（ＡＰＤ）などであ
る。検出器１５０からの信号を、高速データ取得エレクトロニクス１５５によってサンプ
リングする。エレクトロニクス１５５を、以下に詳細に述べる。コントローラ１８０（専
用のソフトウェアを実行する汎用コンピュータであっても良い）を用いて、アクチュエー
タおよびステージおよびサンプリング器などの本システムの種々の要素を制御する。コン
トローラ１８０は、ＡＴＥ１０５から同期信号を受け取る。
【００３５】
　本発明のシステムの特徴は、テスト・モード・フォーカスが、ＤＵＴから放出される光
を用いて行なわれることである。より具体的には、コントローラ１８０によって、種々の
Ｚ位置で検出器１５０が集光するフォトンのフォトン・カウンティングが行なわれる。最
も高いフォトン・カウントに対応するＺ位置が、フォーカス位置であると決定される。
【００３６】
　図１Ｃに、異なる配置の光学部材および検出器をチャンバ１００内で用いることを除い
て、図１Ｂの実施形態の一般的な構成を用いる本発明の一実施形態を示す。図１Ｃの実施
形態によれば、ナビゲーション・モードでは、切り替え可能なミラー１３５’によって光
源１３０’からの光がＤＵＴ１１０’に向けて送られる。ＤＵＴから反射された光は、１
／４波長板１６２’を通過した後、偏光子ミラー１６０’によってイメージャに向けて反
射される。当然のことながら、理解され得るように、１／４波長板１６２’および偏光子
ミラー１０６’の代わりに、光源１３０’からの光には透明であるがＤＵＴ１１０’から
来る光は反射するハーフ・ミラー配置としても良い。図１Ｂの実施形態の場合と同様に、
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視野レンズ１９５’を伴う機械されたアパーチャ１７０’が、像面に設けられており、後
ろから照明されて、視野を規定する。また本実施形態においては、イメージャ１４５’に
よって得られた像は、フォーカス・アルゴリズム１４０’によって使用される。これは有
利な配置である。と言うのは、こうすることによって、ＤＵＴ１１０’から反射された光
をすべて、像を形成するために、イメージャ１４５’に対して利用することができるから
である。
【００３７】
　検出モードの間、ミラー１３５’を回転させて、ＩＲ敏感検出器１５０’に対する光路
が形成されるようにする。さらに光源１３０’をターン・オフすることが好ましい。理解
され得るように、ナビゲーション・モードの間に、機械化されたアパーチャによっていっ
たん視野が決定されたら、視野は検出モードにおいても同じ位置のままであるため、検出
モードの間の視野も規定されることになる。
【００３８】
　本発明のシステムの種々の要素をさらに、本発明のさらなる実施形態を参照して、より
詳細に説明する。本発明の実施形態の１つの特有の特徴は、集積チップ冷却が行なわれる
ことである。言い換えれば、チップの十分かつ正確なテストができるようにする一方で、
最適な動作環境、すなわちフィールド条件、をシミュレートできるように、本発明の種々
の実施形態において、チップの冷却および温度制御が行なわれる。良く知られているよう
に、チップをコンピューティング機器内に設置する場合、ヒート・シンクおよび／または
ファンなどの種々の要素が、チップから熱を除去するために設けられる。したがって本発
明の実施形態においては、このような熱除去要素をシミュレートして十分かつ正確なテス
トが可能となるように、種々の対処がなされる。さらに本システムでは、ＤＵＴの温度の
アクティブ制御を行なって、種々の動作温度についてＤＵＴの性能をテストすることがで
きる。
【００３９】
　図２Ａに、冷却板２１０の形態をなす熱除去システムの第１の実施形態を平面図で示し
、一方で図２Ｂは、図２Ａの線Ａ－Ａに沿っての断面図である。図２Ｂにおいて、ＤＵＴ
２６０は周辺デバイス２６５を備えるように示されているが、例示のためだけに過ぎない
。本システムは、周辺デバイスをまったく有さないＤＵＴの検査にも利用できることが理
解される。冷却板２１０は、ＣＶＤなどの既知の方法を用いて人工ダイヤモンドから形成
されることが好ましい。流体導管が、冷却板２２０の上面に設けられており、この流体導
管は、冷却流体循環用の入口２５０と出口２４０とを有する（ポンプおよび他の流体循環
要素は、当該技術分野において十分に知られているため図示していない）。
【００４０】
　冷却板２１０は、ＤＵＴ上のターゲット領域をイメージングするための窓を有している
必要がある。ほとんどの状況下では単一の窓で十分であるが、図２Ｂに示すように、周辺
要素２６５によって、ときにＤＵＴ上での冷却板２１０の配置および移動が制限されるこ
とがある。そのため、図示した実施形態においては、冷却板２１０は窓２３５のアレイを
備えている。こうしてＤＵＴ上の各ターゲット領域に対して、適切な窓が選択されて、集
光光学部材１２０（図２Ｂでは破線で示される）が、選択された窓の上方に、Ｘ－Ｙステ
ージ１７５を用いて位置合わせされる。冷却板を、Ｘ－Ｙアクチュエータ２８０を用いて
フリップ・チップ上を移動させることができるため、窓が、検査すべきチップのターゲッ
ト領域と位置合わせされる。テスト中のフォトン集光を最大限行なうために、好ましい実
施形態においては、冷却板２１０の各窓２３５の内部に液浸レンズが配置されている。液
浸レンズは、たとえば特許文献９、特許文献１０、および特許文献１１に開示されたもの
、または好適な他の液浸レンズであっても良い。しかし図示した実施形態においては、新
しい両凸レンズを用いる。図３にこのレンズを詳細に示す。図３は、図２Ｂの窓２３５の
１つを拡大した領域である。
【００４１】
　特に、従来技術の液浸レンズが平坦な底面を有するのとは異なり、図３の液浸レンズは
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凸状底面３８５を有する。凸状底面は、ＤＵＴとの間の真空状態が回避されるために冷却
板の横および縦方向の移動が容易になるという点で有利である。加えて、対象とする場所
の上方に焦点面を配置することが容易になり、すなわち光軸をアライメントすることが容
易になる。さらに、過剰な屈折率整合流体を、これが使用された場合に、集光することを
補佐できる間隙が設けられる。
【００４２】
　両凸デザインの他の利点は、液浸レンズをＤＵＴ内に最小限の力で「押し込む」ことが
できるために、液浸レンズとＤＵＴとの間でのエア・ギャップの形成が回避されることで
ある。
【００４３】
従来の平坦な半球では、エア・ギャップを回避することができず、押し込むために必要な
力がはるかに大きいため、ＤＵＴを破壊することがある。
【００４４】
　図３に示される別の特徴は、液浸レンズ３７０の上面の中心に設けられたセンタ・マー
キング３７５である。このようなマーキングは、使用する液浸レンズのタイプに拘わらず
設けても良い。マーキングを行なうことで、集光光学部材１２０を液浸レンズ上方に速く
正確に配置することができる。すなわち、集光光学部材１２０をある液浸レンズから他の
液浸レンズへ移動させるときに、マーキングによって、集光光学部材の対物レンズをター
ゲットの液浸レンズに対して速く捕捉してアライメントすることが容易になる。
【００４５】
　テストの前に、集光光学部材をＤＵＴのターゲット領域の上方に配置する必要がある。
コントローラ１８０又は１８１を用いて冷却板を移動させて、ターゲット領域およびその
近傍が露出されるように、窓の１つを概ね配置する。本システムを標準的な顕微鏡モード
で配置する。すなわち照明源１３０を作動させてミラー１３５を挿入し、集光光学部材１
２０からイメージャ１４５およびフォーカス１４０までの光路を形成する。イメージャ１
４５によるＤＵＴのイメージングが、冷却板の適切な窓および集光光学部材を通して行な
われる。顕微鏡モードでの照明およびイメージングは、明視野モード、暗視野モード、ま
たは両方において行なうことができる。明視野および暗視野での照明およびイメージング
の構成は、当該技術分野において知られているため、本明細書では説明しない。
【００４６】
　捕捉した像を用いることで、ターゲット領域の正確な場所が確認され、コントローラ１
６５によってＸ－Ｙステージが作動されて、集光光学部材が適切に配置される。また集光
光学部材１２０の対物レンズがＤＵＴのターゲット領域上にフォーカスされるように、オ
ートフォーカス１４０を用いてＺアクチュエータが制御される。加えて、視野内の対象領
域が、アパーチャ１７０を用いて規定される。
【００４７】
［オートフォーカスの説明を付け加える必要性］
　図４に、本発明の他の実施形態を示す。図４では、ナビゲーションおよびターゲット捕
捉が、共焦点レーザ走査型顕微鏡（ＬＳＭ）４００を用いて行なわれる。走査型顕微鏡に
関する一般的な情報は、「ヘテロダイン干渉分光計およびデジタル・フィルタリングによ
る共焦点顕微鏡の普及（Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｉｎｇ ｔｈｅ Ｃｏｎｆｏｃａｌ Ｍｉｃｒ
ｏｓｃｏｐｅ ｖｉａ Ｈｅｔｅｒｏｄｙｎｅ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｙ ａｎｄ Ｄ
ｉｇｉｔａｌ Ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ）」：Ｐ．Ｃ．Ｄ．ホッブス（Ｐ．Ｃ．Ｄ．Ｈｏｂｂ
ｓ）およびＧ．Ｓ．キノ（Ｇ．Ｓ．Ｋｉｎｏ）、ジャーナル・オブ・マイクロスコピィ（
Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）Ｖｏｌ．１３０、Ｐｔ．３、１９９０、ｐ
ｐ２４５－２６４および米国特許第５，５３２，８７３号明細書で見つけることができる
。キノの本を参照して、ホッブスは省いても良い。
【００４８】
　ＬＳＭ４００の動作は、赤外レーザ・ダイオード４０５を光源として作動させて、ミラ
ー４３５を、レーザ・ダイオード４０５からＤＵＴまでの光路を完成させるように位置付
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けたときに（実線像で図示する）、行なわれる。レーザ４０５からの光ビームを、走査器
４３０を用いて走査する。走査器４３０は、たとえば音響光学偏向器（ＡＯＤ）または回
転多面ミラーであっても良い。ＬＳＭ４００の動作を止めてフォトルミネセンスの検出が
できるようにするために、レーザ・ダイオード４０５の動作を停止して、ミラー４３５を
、ＤＵＴから検出器４５０までの経路を完成させるように位置付ける（破線像で図示する
）。
【００４９】
　レーザ・ダイオード４０５に加えて、ＬＳＭ４００は一般に、ダイオードからの光を集
光して偏光子ミラー４２５および１／４波長板４１５上へ送るレンズ・システム４１０を
備える。そして光は、対物レンズ・タレット４６５によって選択される対物レンズ４４５
の１つに入る。本実施形態において例示するように、タレット４６５は、倍率が異なる３
つの選択可能な対物レンズ４４５を保持している。しかし単一または他の複数の対物レン
ズの配置を設けても良い。そしてＤＵＴから反射された光は集光されて、偏光子ミラー４
２５によって検出器４２０（たとえばビジコンまたはＩｎＧａＡｓ検出器）に向けて送ら
れる。
【００５０】
　２つの特有の特徴が、対物レンズ４４５とともに図示されている。収差補正リング４５
５が、シリコンの厚み変化に対して補償するために設けられている。これは、チップの背
面を通して観察する場合に、特に有利な特徴である。また固体液浸レンズ４６０が図示さ
れている。前述の実施形態の場合と同様に、固体液浸レンズは両凸であっても良い。固体
液浸レンズ４６０を用いて、最終的なターゲット・イメージングおよび効率的な放出光集
光が可能になる。加えて、典型的な実施形態においては、「ピック・アンド・プレース」
システムを設けることで、液浸レンズ４６０を適切なターゲット場所に位置付けて降ろす
。
【００５１】
　図５に、ピック・アンド・プレース・システムの一実施形態を例示する。具体的には、
顕微鏡対物レンズ結合ハウジング５０５に、ハウジング５０５に対する気密な結合を可能
にする調整可能なスリーブ５１０が設けられている。スリーブは液浸レンズ５６０上に配
置されている。バルブ５１５がエア・ポンプに接続されて、液浸レンズ、スリーブ５１０
、および対物レンズ・ハウジング５０５によって規定されるチャンバ５２０内の圧力制御
ができるようになっている。圧力を下げれば、オペレータが真空力を用いてレンズ５６０
をピックすることができる。レンズ５６０が適切なターゲット場所に配置されていれば、
やはり圧力を制御することでフォーカシングを行なうことができる。さらに、結合対物レ
ンズと液浸レンズとの間の距離を制御することで、デバイス上の層によって生じるデバイ
ス厚みおよび収差の変動に対して補償することができる。またポンプを用いてチャンバ５
２０内に高圧を形成することで、レンズとチップ表面との間の良好な表面接触を保証して
、エア・ギャップを回避することができる。大気圧よりもわずかに高い圧力を両凸液浸レ
ンズ上に形成すれば、薄くされたサンプル・ウェハがレンズに「巻きつく」ために、ウェ
ハからの光の集光を増加できるとともに、高いＮＡおよび良好な結合を保証するＳＩＬと
サンプルとの間の屈折率整合を低下させるギャップ（エア）（表面の不均一性が原因）を
回避できることが、本発明者らによって見出されている。
【００５２】
　図４に対物レンズ・システムと関連して例示される他の特徴は、活性デバイス冷却シス
テム４４０の設置である。この特定の実施形態においては、マイクロ・スプレイ冷却シス
テムが設けられている。マイクロ・スプレイ冷却システムは、図１０を参照して、より詳
細に後述する。
【００５３】
　発光検出を行なう場合、レーザ４０５をスイッチ・オフして、ミラー４３５を切り替え
て破線像で示す位置にする。この位置では、ＤＵＴから放出されて集光された光が視野レ
ンズ４６５に向けて送られ、像面に配置された機械化されたアパーチャ４７０によって視
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野が規定される。そして視野レンズ４６５によって、像が検出器４５０上に投射される。
ＡＴＥによって、所望のテスト・ベクトルがＤＵＴに与えられると同時に、同期信号がシ
ステム・コントローラと検出器エレクトロニクスとに与えられる。こうして発光（事象）
が検出されたときに、同期信号に対する相対的な「到着」時間を記録することで、ＤＵＴ
の性能のタイミング解析を行なうことができる。
【００５４】
　ノイズを低減することができる本発明の別の特徴は以下の通りである。図１の実施形態
に関して述べたように、システム・コントローラはＡＴＥから同期信号を受け取る。その
ため対象とする各デバイスに対して、システム・コントローラは、発光事象がいつ予想さ
れるのかを「知っている」。したがってシステム・コントローラは、発光が予想される所
定の時間まで、発光検出器をオフの状態に保つ。その時間になったら、発光検出器を、所
定の時間の間ターン・オンする。検出器がフォトン放出誘導による事象を検出したときに
、事象の到着時間を記録して記憶する。具体的には、一実施形態によれば、タイマをテス
トの開始時にスタートさせ、ＡＴＥからの同期信号に対するフォトンの到着時間を、タイ
マを用いて計る。他の実施形態によれば、検出器をターン・オンする時間を記録して、タ
イマをその時間にスタートさせる。こうしてフォトン到着時間を、検出器がターン・オン
された時間に対して観察する。図６～図８に、本発明の実施形態の種々の動作モードを例
示する。図６では、本システムが、光源７０５を用いたナビゲーション用にセットアップ
されている。光源７０５は点灯している状態が図示されている。他方で、光源７７１はタ
ーン・オフした状態が示されている。機械化されたミラー７２５が、光源７０５から対物
レンズ７４５までの経路内に配置されている。視野レンズ７６５と機械化されたアパーチ
ャ７７０とが、像面に配置されて、後ろ側から照射されている。したがって視野サイズを
、アパーチャ７７０を用いて選択することができる。そしてＤＵＴからの反射光が、ダイ
クロイック・ミラー７２７によってカメラ７２８へ送られる。いったん適切な像が捕捉さ
れて、対象領域が視野内で分離されたら、本システムを、図７に示すセットアップに再構
成する。
【００５５】
　図７に示すように、光源８０５をターン・オフする一方で、光源８７１をターン・オン
する。さらに、機械化されたミラー８２５および８９５を回転させて、光路の外へ出す。
アパーチャ８７０によって視野が選択されているため、その視野内で光ファイバを適切に
動かすことによって、視野内の一部をイメージングすることができる。このようにして光
ファイバを、選択した視野内の小さな領域のみをイメージングするように配置することが
できる。像はカメラ８２８によって、高い空間分解能で記録される。そして本システムを
、図８に示したセットアップに再び再構成する。
【００５６】
　図８では、両方の光源がターン・オフされている。さらに、ミラー９９５を回転させて
光路内に入れることで、入射光を集光光学部材９９６に向けて反射させる。この特定の実
施形態においては、ミラー９２７を回転させて外に出すことで、カメラ９２８も光路の外
に出されている。この位置においては、ＤＵＴを刺激してデバイス発光が起きたときに、
放出光が液浸レンズおよび対物レンズによって集光されて、光ファイバ９９０を介して集
光光学部材９９６上へ送られ、そこから検出器９９８上へ送られる。
【００５７】
　図９に、前述したどの実施形態のどの対物レンズにおいても使用できる顕微鏡対物レン
ズのクラッシュ保護システムを例示する。図示したように、対物レンズ１２００に絶縁リ
ング１２１０が設けられており、絶縁リング１２１０の上には導電性カラー１２２０が取
り付けられている。導電性カラーは、たとえば３ボルトに電気的にバイアスされている。
フレキシブルな絶縁リング１２３０が導体リング１２２０の周りに設けられており、導電
性シールド１２４０がフレキシブルなリング１２３０に取り付けられている。導電性シー
ルド１２４０は接地されているため、電圧印加されたカラー１２２０によって生じる静電
放電ＥＳＤからＤＵＴをシールドしている。ブロック矢印が示すように、対物レンズがＤ
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ＵＴに向かって移動するか、または横向きにＤＵＴ上のデバイスに向かって移動すると、
破線の丸によって例示されるように、シールドが、電圧印加されたカラーを圧迫する。そ
れが起きると、導電性カラーも接地されることになって、その電位が接地まで落ちる。こ
れは電圧計１２５０によって検出されて、警報装置１２６０が作動する。
【００５８】
　図１０に、本発明の一実施形態によるマイクロ・スプレイ冷却を例示する。具体的には
、ＤＵＴ１１１５がテスト・アダプタ１１００に、当該技術分野において良く知られた方
法で取り付けられている。チャンバ１１３０がテスト・アダプタ１１００に押し付けられ
て、Ｏリング１１１０を用いたシールが形成されている。対物レンズ１１２５にスプレイ
・ハウジング１１４０が取り付けられており、対物レンズ１１２５はチャンバ１１３０内
に、シールドされた状態で挿入されている。そしてポンプ１１６０を用いて、間隙１１３
５内の圧力を低下させる。これを行なうのは、間隙１１３５内の沸点を下げるためであり
、すなわち間隙１１３５内の圧力を変えることで、間隙１１３５内の沸点を可変に制御す
ることができる。低下させる圧力レベルは、使用する冷却流体の特性および所望する沸点
にもとづいて計算できることを理解されたい。
【００５９】
次にポンプ１１６５を用いて、冷媒を配管１１４５を通して汲み出して、ＤＵＴ上に導入
する。この実施形態は特に有利であることを理解されたい。まず、冷却は下から行なわれ
るので、過剰な流体はＤＵＴから排出される傾向がある。さらに、ＳＩＬ１１２０を用い
ているために、ＤＵＴのイメージング部分に到達する流体はまったくない。そのため、ス
プレイ冷却によって像の歪みが生じることはまったくない。またジェットが垂直である従
来のスプレイ冷却とは反対に、典型的な実施形態においては、スプレイ冷却が、イメージ
ング作業ができるように、ある角度をなしている。
【００６０】
冷却流体は、ＤＵＴ１１１５上にスプレイされると、間隙１１３５内で蒸発する。そして
蒸気はチャンバ１１３０の壁上で凝縮して、通路１１７０を通って流れて、ポンプ１１６
５まで戻る。次に流体を、ＤＵＴ上に再びスプレイする前に、熱交換器１１５０内に循環
しても良い。この例では、スプレイ圧力がＤＵＴの温度に基づいて可変制御されるため、
ＤＵＴの所望温度が維持される。あるいは、適切な冷却レベルを維持するように、スプレ
イを脈動させて負荷サイクルを変えることができる。
【００６１】
　対物レンズを交換するためには、スプレイを停止して、残っている液体を汲み出す。そ
して減圧状態を、たとえばバルブ１１７５を用いて破って、対物レンズを交換する。対物
レンズが異なるとサイズおよび形状が異なる場合があるため、各対物レンズに独自のハウ
ジング１１４０を取り付けても良いし、単一のハウジング１１４０に対するアダプタを用
いても良いことを理解されたい。さらに、配管１１４５が単純にスプレイ出口として終端
しても良いし、特別なスプレイ・ヘッドを配管１１４５の端に取り付けても良いことを理
解されたい。
【００６２】
　このシステムを用いることで、ＤＵＴの温度を変えて、その動作特性を種々の温度条件
の下でテストすることができる。たとえばオペレータは、ＤＵＴをテストするために特定
の動作温度を入力しても良い。ＤＵＴの実際の温度は、ＤＵＴ近傍の適切な位置に配置さ
れたデバイス（すなわち熱電対）によって検出されるか、またはＤＵＴ内に埋め込まれた
適切なデバイスを通して取得され、そしてＡＴＥを通して当該技術分野において知られる
方法で読み取られる。たとえば温度ダイオードをＤＵＴ内に埋め込んで、その信号をＡＴ
Ｅに送っても良い。これは従来、安全性の理由により、すなわちＤＵＴが熱くなり過ぎた
らシステムを停止させるために、行なわれている。しかし本発明のこの実施形態によれば
、ＤＵＴの温度がＡＴＥからコントローラ１８０へ送られる。実際のＤＵＴ温度を用いる
ことで、コントローラ１８０は、冷却レート（たとえば液体圧力、流量、キャビティ圧力
など）を調整して、オペレータが選択した温度においてＤＵＴが動作するようにする。冷
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却レートを制御するために、コントローラ１８０は、冷却流体スプレイのレートを調整し
ても良いし、またはチャンバ内圧力を変えて冷却液体の沸点を変えても良い。
【００６３】
　最適な冷却を得るためには、異なるスプレイ・ヘッドからのスプレイが互いに交差する
のを避けることが有利である。これは種々の方法で実現することができる。たとえば種々
のスプレイ・ヘッドを同期させてパルス化することで、それらのスプレイが互いに交差し
ないようにできる。あるいは、バッフルまたはバリア（要素１１１１によって図示される
）を設けることで、交差スプレイを防ぐことができる。
【００６４】
　図１１に、本発明のさらに他の実施形態を示す。図１１の実施形態は、対象とするデバ
イスを示すことができる「レーザ・ポインタ」の特徴を備える。ナビゲーションの間は、
光源１２５０を作動させ、ミラー１２５５を回転させて破線位置にし、ハーフ・ミラー１
２２０ａを例示した位置に配置することで、ＤＵＴを照明する。そしてＤＵＴから反射さ
れた光をハーフ・ミラー１２２０ａを通過させて、イメージャ１２１０によってイメージ
ングする。ＤＵＴ上の対象領域の像がいったん得られたら、ミラー１２６５を回転させて
破線位置にし、ミラー１２５５を回転させて実線位置にする。そしてレーザ源１２６０を
作動させて、レンズ１２７０を通るレーザ・ビームを形成して、ＤＵＴを照明する。ＤＵ
Ｔから反射されたレーザ光は、イメージャ１２１０によって、比較的小さい「レーザ・ポ
インタ」像としてイメージングされる。そして対象とするデバイスを「レーザ・ポインタ
」が示すまで、ステージを駆動することができる。いったんそれが実現したら、レーザ源
１２６０をターン・オフし、ミラー１２６５を回転させて実線位置にし、ソリッド・ミラ
ー１２２０ｂを回転させて、ハーフ・ミラー１２２０ａが以前占めていた光路に入れる。
この位置においては、検出器１２８０の経路が、「レーザ・ポインタ」が以前照明した同
じデバイス上に位置合わせされるため、それの発光テストを行なうことができる。
【００６５】
　図１２に、位置合わせされたデュアル・レンズ配置を有する本発明のマイクロ・スプレ
イ冷却の別の実施形態を示す。簡単にするために、２つのレンズ１３２４および１３２５
だけを図示するが、より多くの対物レンズを用いても良い。図示するように、各対物レン
ズは、独自のマイクロ・スプレイ・チャンバを有する。各チャンバは、独自のポンピング
および冷却機器を有していても良いが、各チャンバからの配管を共通のポンピングおよび
冷却機器に、適切なバルブを用いて接続しても良い。各チャンバ内の対物レンズは互いに
正確に位置合わせされている。そのためターゲット・デバイスが、ある対物レンズを用い
て捕捉された場合、その位置合わせを用いたコントローラによってステージを移動させて
、捕捉されたターゲット・デバイス上に別の対物レンズを位置付けることが、容易にでき
る。
【００６６】
　本発明を、特定の実施形態を参照して説明してきたが、これらの実施形態に限定される
ものではない。すなわち添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の趣旨および範
囲から逸脱することなく、当業者によって種々の変形および変更が行なわれても良い。さ
らに、前述した従来技術の参考文献はすべて、本明細書において参照により取り入れられ
ている。
【符号の説明】
【００６７】
１００、５２０、１１３０…チャンバ
１０５…自動テスト機器
１１０、２６０…ＤＵＴ
１１５…テスト・ベンチ
１２０、６８５、９９６…集光光学部材
１２４…テスト・ヘッド
１２５…アダプタ
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１３０、６０５…照明源
１３５、４３５、６２５、６９５、７２５、８２５、９２７、９９５、１２５５、１２６
５…ミラー
１４０…フォーカシング・システム
１４５、１２１０…イメージャ
１５０、４２０、４５０、６９８、９９８、１２８０、１４５０…検出器
１５５…高速データ取得エレクトロニクス
１６０、１６０’…偏光子ミラー
１６２…波長板
１６５…ビーム・スプリッタ・ミラー
１７０、４７０、６７０、７７０、８７０…アパーチャ
１７５…ステージ
１８０、１８１…コントローラ
１８５…開口部
１９０…Ｚアクチュエータ
１９５、４６５、７６５…視野レンズ
２１０、２２０…冷却板
２３５…窓
２４０…出口
２５０…入口
２６５…周辺デバイス
２８０…Ｙアクチュエータ
３７０、４６０、５６０…液浸レンズ
３７５…センタ・マーキング
３８５…凸状底面
４００…共焦点レーザ走査型顕微鏡
４０５…赤外レーザ・ダイオード
４１０…レンズ・システム
４１５…波長板
４３０…走査器
４４０…活性デバイス冷却システム
４４５、６４５、６７２、６９６、７４５、１１２５、１２００…対物レンズ
４５５…収差補正リング
４６５…対物レンズ・タレット
５０５…対物レンズ・ハウジング
５１０…スリーブ
５１５、１１７５…バルブ
６２７、７２７…ダイクロイック・ミラー
６２８…カメラ
６３０…軸
６６５、１２７０、１３２４…レンズ
６７１、７０５、７７１、８０５、８７１、１２５０…光源
６９０、９９０…光ファイバ
６９７…マイクロ・クーラ
７２８、８２８、９２８…カメラ
１１００…テスト・アダプタ
１１１０…Ｏリング
１１１５…ＤＵＴ
１１２０…ＳＩＬ
１１３５…間隙
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１１４０…スプレイ・ハウジング
１１４５…配管
１１５０…熱交換器
１１６０、１１６５…ポンプ
１１７０…通路
１２２０…導体リング
１２２０ａ…ハーフ・ミラー
１２２０ｂ…ソリッド・ミラー
１２３０…絶縁リング
１２４０…導電性シールド
１２６０…レーザ源
１４００…ＡＴＥ
１４２０…トリガリング回路
１４３０…遅延回路
１４４０…ゲート回路
１４６０…捕捉回路
１４７０…クエンチ
１５００…ピコセカンド・タイミング・アナライザ
１５１０…時間デジタル変換器
１５２０…マルチチャネル・アナライザ

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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